
福島市告示第１５５号  

 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

第３６条の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２

９条第１項の指定をしたので、次のとおり告示する。 

 

 令和７年５月１２日  

                

 

 

福島市長  木  幡   浩  

 

 

 


